
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　本件上告理由は別紙のとおりである。

　原審は、上告人が昭和二五年四月本件動産をＤに売り渡し即時その引渡をなすと

ともに、同人の寄託によりこれを保管しているものであること、Ｄは同年五月右物

件を被上告人に売り渡したがその引渡は行われなかつたことをそれぞれ確定し、被

上告人の所有権に基く右動産の引渡請求を認容したものである。右事実によれは上

告人は被上告人に本件物件を譲渡した訴外Ｄに代つて一時右物件を保管するに過ぎ

ないものであつて、かかる者は右譲渡を否認するに付き正当の利害関係を有するも

のということは出来ない。従つて民法一七八条にいう第三者に該当しないと解すべ

く原判旨は相当であつて論旨は採用することができない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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